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第１章 はじめに 

 
１ 計画策定の趣旨 

近年、ライフスタイルや就業形態の変化などにより出生率と出生数の減少傾向が続
き、少子化が急速に進んでいます。少子化等による人口構造の変化は、年金、医療、
介護にかかる経費など社会保障費用の増大や経済成長の鈍化など、社会に与える影響
が懸念されています。 
  
また、核家族化の進行や地域社会の希薄化等により、子育て環境は大きく変化し、

育児の孤立化や負担感の増大などが大きな課題となっています。 
 
本県では、平成１７年度以降、次世代育成支援対策推進法に基づき、次代の社会

を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するための
環境を迅速かつ重点的に整備していくことを目的に、「佐賀県次世代育成支援地域行
動計画」を策定して取り組んできました。 

 
平成２２年度には、子ども・若者育成支援施策の総合的な推進や、社会生活を円滑

に営む上での困難を有する子ども・若者の支援を図るため、子ども・若者育成支援推
進法が施行され、本県では、佐賀県次世代育成支援地域行動計画を同法の県子ども・
若者計画として位置付け、施策を展開してきました。 

 
こうした中、平成２７年度に、新たな子ども・子育て支援制度が創設されました。

この制度は、質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供や地域の子ども・子育て支
援の充実をめざし、都道府県には、制度の実施主体である市町村を広域的・専門的立
場から支援する「子ども・子育て支援事業支援計画」を策定することが義務付けられ
ました。 

 
こうしたことから、平成２７年３月に「佐賀県次世代育成支援地域行動計画（第３

期）」を策定し、次世代育成支援、子ども・子育て支援及び子ども・若者育成支援に係
る施策を推進してきました。 

 
今般、第３期計画が期限を迎えることから、次世代育成支援、子ども・子育て支援

及び子ども・若者育成支援、さらには母子保健など子ども・若者に係る施策を総合的
かつ計画的に推進していくため、この佐賀県次世代育成支援地域行動計画（第４期）
を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 
当計画は、次世代育成支援対策推進法、子ども・子育て支援法、子ども・若者育成
支援推進法、母子保健計画策定指針に基づく４つの計画を一体のものとして策定しま
す。 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 計画の期間 
当計画の期間は、２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年度までの５年
間とします。 

  

〇 次世代育成支援対策推進法【第９条第１項】 
都道府県は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該都道府県の事務
及び事業に関し、５年を１期として、地域における子育ての支援、保護を要す
る子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、
子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭
に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立
の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定することがで
きる。 
   
〇 子ども・子育て支援法【第６２条第１項】 

都道府県は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ど
も・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実
施に関する計画を定めるものとする。 

 
〇 子ども・若者育成支援推進法【第９条】 
都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の
区域内における子ども・若者育成支援についての計画（「都道府県子ども・若
者計画」）を作成するよう努めるものとする。 
 
○ 母子保健計画策定指針【厚生労働省通知】 
  都道府県は、県内の母子保健の状況の全体像を把握するだけでなく、市町
村間の健康格差の状況、全国の母子保健の状況との比較等の広域的かつ専門
的な視点に立って、県内の課題の把握等を行い、計画を策定すること。 
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第２章 計画策定の背景 

 
１ 佐賀県の子ども・子育てを取り巻く状況 
（１）人口の減少 
  本県の人口は、戦後の昭和２０年から３０年代初めにかけて急激に増加し、昭和  
３４年には過去最高の９７万３千人に達しました。高度経済成長期の昭和３５年か
らは減少に転じ、昭和４８年には８３万人まで減少しましたがその後増加し、その
傾向は平成に入ってからも続きました。 
しかし、平成９年以降減少し続けています。これは、減少の要因が、従来転出超

過による社会減が主だったのですが、自然減による人口減少が加わり、人口の減少
率が大きくなったためです。 
  また、国立社会保障・人口問題研究所が平成３０年３月に試算した佐賀県の将来
推計人口では、２０４５（令和２７）年には６６万人になると推計されています。 

  子どもの人口（年少人口）は、人数や総人口に占める割合ともに減少を続けてお
り、今後もこの傾向は続くことが予測されています。 
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佐賀県の人口推移と将来推計人口

千人

833千人

664千人

20.3％減

（総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を基に佐賀県作成） 

＊単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合があります。 
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（２）少子化の進展 
平成３０年の本県の合計特殊出生率（＊）は、１．６４と全国平均の１．４２を

上回っているものの、人口を維持するのに必要な水準（人口置換水準２．０７）を
大きく下回っています。 
また、出生数は昭和６０年には１１，７０５人であったものが、平成３０年には、

６，５３５人（最少）までに減少しました。 

 
 
 

＊合計特殊出生率とは、１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計
したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとし
たときの子ども数に相当します。 

 
（３）未婚化、晩婚化の進行 

平均初婚年齢は、男女とも全国平均を下回っているものの晩婚化が進行してい
ます。 
５０歳時未婚率（＊）は、全国の傾向と同様に上昇しており、特に男性の上昇

が近年著しくなっています。 
未婚化・晩婚化が進行する理由として、ライフスタイルが多様化する中で、結

婚観の変化や出会いの場の減少等に加え、近年の厳しい雇用情勢を反映した収入
減など若者の社会的自立が困難になっていることが言われています。 
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（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」） 

（厚生労働省「人口動態統計」） 

％ 

＊５０歳時未婚率とは、５０歳になるまで一度も結婚したことがない人の割合の
ことで、従来は「生涯未婚率」としていたが、ライフスタイルや結婚観の多様化
にあわせて表現が変更された。 
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（４）家族形態の変化 
本県の１世帯当たりの人員については、全国の傾向と同様に減少を続けていま
す。この背景には、夫婦だけの世帯や、ひとり親の世帯などが増加していると言
われ、家族の形態自体が大きく変化しています。 

 
 
  ≪本県の特徴≫ 
  ・三世代同居の割合が高い 

本県の三世代同居の割合は、１２．０３％と全国７位で、九州・沖縄地区では
１位となっています。 

 
全国と佐賀県の「三世代同居の割合」の推移 

 平成２年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 
全 国 12.1％ 10.1％ 8.64％ 7.06％ 5.67% 
佐賀県 21.9％ 19.27％ 17.15％ 14.71％ 12.03% 

（総務省「国勢調査」） 

■上位１０県              ■九州・沖縄 

 平成２７年 
福岡県 4.53％（38 位） 
佐賀県 12.03％（ 7 位） 
長崎県 6.52％（27 位） 
熊本県 7.96％（20 位） 
大分県 5.83％（31 位） 
宮崎県 4.65％（36 位） 
鹿児島県 2.61％（46 位） 
沖縄県 4.50％（39 位） 
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（５）女性の就業状況 
本県の就業者数は、人口減少等の影響により平成７年をピークに減少傾向にあ
りますが、就業者に占める女性の割合は上昇しています。 

 

  
≪本県の特徴≫ 
・夫婦共働き世帯の割合が高い 
本県の夫婦共働き世帯の割合は、５４.１％と全国９位で、九州・沖縄地区  
では１位となっています。 

 
全国と佐賀県の「共働き世帯の割合」の推移 

 平成２年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 
全 国 48.1％ 44.9％ 44.4％ 43.5％ 47.6% 
佐賀県 56.4％ 52.9％ 52.3％ 51.1％ 54.1% 

（総務省「国勢調査」） 

■上位１０県               ■九州・沖縄 

 平成２７年 
福岡県 45.5%（40 位） 
佐賀県 54.1%（ 9 位） 
長崎県 48.1%（31 位） 
熊本県 51.5%（15 位） 
大分県 47.5%（33 位） 
宮崎県 51.2%（16 位） 
鹿児島県 48.5%（28 位） 
沖縄県 49.0%（24 位） 
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全国

佐賀

 全就業者数（千人）

 全国 佐賀県
S25 年 36,025 402
30 年 39,590 410
35 年 44,042 409
40 年 47,960 391
45 年 52,593 410
50 年 53,141 397
55 年 55,811 420
60 年 58,357 420
H2 年 61,682 427

7 年 64,182 443
12 年 63,032 431
17 年 61,530 422
22 年 59,611 409
27 年 58,919 410

（総務省「国勢調査」） 
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（６）母子保健の状況 
   ①周産期死亡率 

周産期死亡率は、妊娠期からの分娩管理や新生児医療の水準の目安となりますが、
本県及び全国ともに平成７年までは急激に減少し、それ以降は、両者とも緩やかに
減少しています。妊娠期の健康管理の強化や周産期母子医療センターの整備等によ
り、周産期死亡率は平成７年から約１/４まで改善しました。 

 

※周産期死亡率＝（年間の妊娠満 22 週以後の死産数）＋（年間の生後１週間未満の早期新生児死亡数）／ 

（年間の出生数）＋（年間の妊娠満 22 週以後の死産数）×1,000 

    資料 厚生労働省「人口動態調査」 

 
    ②むし歯の有病率（３歳、１２歳） 

３歳児の一人平均むし歯有病率は、本県、全国平均いずれも年々減少しており、
両者の差は少しずつ縮まる傾向にあります。また、１２歳児の一人平均むし歯有病
率は両者とも年々減少しており、本県の一人平均むし歯有病率は平成２０年度から
全国平均を下回っています。 
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21.5 19.1 17.7 15.8 14.4 

64.2 

55.0 

44.0 
39.4 31.3 

33.7 34.3 

56.5 

53.2 47.5 
42.8 

39.7 
35.5 34.9 

0
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H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

むし歯有病率（３歳・１２歳）の推移
佐賀県(３歳） 全国 (３歳)
佐賀県(１２歳） 全国 (１２歳)

％

資料 3 歳児「地域保健・健康増進事業報告」 12 歳児「学校保健統計調査」 
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③人工妊娠中絶 
本県の１０代の人工妊娠中絶実施率は、昭和５５年度頃から増加を続け、平成

１３年度をピークに減少に転じ、平成３０年度は４．３となっています。全国の
状況と比較すると、平成元年度から全国を上回り、平成１８年度は全国でワース
ト１位、平成２０年度はワースト４位と高い状況にありました。平成３０年度は
全国の実施率を下回り、ワースト順位は２３位と低くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人工妊娠中絶に関する資料 厚生労働省「衛生行政報告例」 
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（７）保育所・幼稚園等の園児数の推移 
就学前児童数が減少傾向にある中、共働き世帯の増加等に伴い、保育需要は増加
傾向にあります。 
保育所の園児数は、平成２６年度以降、減少傾向にありますが、子ども・子育て
支援新制度の開始後、幼保連携型認定こども園や地域型保育事業所（小規模保育事
業や家庭保育事業等）が保育の受け皿となっています。 
幼稚園の園児数（幼保連携型認定こども園の１号認定こどもを含む）は、就学前
児童数の減少傾向を受けて、一貫して減少傾向にあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ■園児数等 

 H17 年 H18 年 H19 年 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 H31 年

保育所 18,811  19,033  19,184  19,184  19,340 19,753 20,296 20,763 20,820 20,708 19,212 18,781 17,891 17,163 16,553

【定員】 19,175  19,785  19,940  20,155  19,900 19,970 20,310 20,713 21,083 21,267 20,406 19,946 19,598 19,453 18,689

幼稚園 10,589  10,423  10,059  9,354  9,190 9,198 9,225 9,368 9,431 9,560 5,562 5,420 4,953 4,438 4,080

幼保連携型 
認定こども園     5,950 6,309 7,816 8,671 9,482

地域型保育 
事業所     167 326 383 506 607

就学前児童数 49,860  48,825  47,484  46,699  46,594 46,387 45,571 45,823 45,647 45,329 44,761 43,245 42,572 41,774 41,309

※保育所:各年 4月 1日現在、幼稚園：各年 5月 1日現在、幼保連携型認定こども園：各年 5月 1日現在、 
地域型保育事業所：各年 4月 1日現在、就学前児童数：各年 4月 1 日現在 
（注）園児数は、平成 26 年度までのデータと整合を取るため、幼稚園型認定こども園の保育機能部分、 
保育所型認定こども園の幼稚園機能部分は算入していない。 

 
 
 

（人） 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 H31年
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

幼稚園、保育所等の園児数（平成１７年〜平成３１年）
就学前児童数

（人）
園児数
（人）

保育所

幼稚園

就学前児童数
49,860人（H17）

幼保連携型認定こども園（1号）

幼保連携型認定こども園（2号、3号） 地域型保育事業所
41,309人（H31）

※次世代計画前期以降 

注）幼保連携型認定こども園のうち 1号は教育認定こども、2号・3号は保育認定こども 
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（８）保育所入所待機児童数 

本県の保育所では、平成１８年度から平成２２年度までの５年間連続で４月１日
時点の待機児童が発生していませんでしたが、平成２３年度以降待機児童が発生し
ています。 

 

（９）認定こども園数の推移      
     幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園は年々増加しています。 

 
（注）休園中のものは含まない。 

 
（10）放課後児童クラブ数・登録児童数の推移 

     放課後児童クラブのクラブ数及び登録児童数とも年々増加しています。また、放
課後児童クラブを利用できなかった児童（待機児童）も増加しています。 

 

6 10 15 15 17 18
36 39

52 59 68

4
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13 16 18 19

10 11
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2
2

2 2 2 2
3 3

3
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5
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H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 H31年

認定こども園数

保育所型

幼稚園型

幼保連携型

135 144 154 164 171 176 197 198 201 205 213 228 242 248 259
5,260 5,617 5,913

6,805 6,789 6,687 7,044 7,111 7,248 7,812 8,282

9,243
9,796

10,302
10,909

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
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50

100

150
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250

300

H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年

放課後児童クラブ数・登録児童数
クラブ数
登録児童数

クラブ数 児童数(人)

年 度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

４月 1 日現在 36 0 0 0 0 0 3 5 11 50 11 18 34 33 24

10 月 1 日現在 108 26 21 61 124 47 64 35 38 71 72 79 110 107 104

（人） 

（佐賀県こども未来課調べ 各年４月１日現在） 

（佐賀県こども未来課調べ 各年５月１日現在） 

（佐賀県こども未来課調べ） 
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・放課後児童クラブを利用できなかった児童数（待機児童数）   （人）           
 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

待機児童数 54 60 60 83 93 88 138 183 235 264 

 
 
（11）子育て環境に対する県民意識 

県政全般について県民の声を把握することで、今後の県政運営を得ることを目的
に平成３０年に実施された「平成３０年度佐賀県県民意識調査」において、県の 
これまでの取組に対する満足度を質問したところ、「安心して子どもを産み育てる
ことができる」については、「満足している」が７．０％、「まあ満足している」が
３８．８％で、両者をあわせた『満足派』は４５．８％と『不満派』１４．７％を
大きく上回っています。 
■子育て環境に対する満足度 

 

 
 
「平成２６年度佐賀県くらしの実感調査」で、安心して子育てができる環境に
なっているかどうかの実感を聞いたところ、「そう思う」が２．９％、「まあそう思
う」が３０．３％で、両者をあわせた『思う計』は３３．２％となっていました。 

 

7.0%

38.8%
36.5%

11.5%
3.2% 2.9%

（佐賀県「平成３０年度佐賀県県民意識調査」） 

満足している 

33.2       39.1

3.0

2.9

2.9

30.1

31.7

30.3

32.6

31.4

31.5

7.9

7.5

7.6

12.1

12.8

12.6

14.3

13.7

15.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う まあそう思う
あまりそう

思わない
思わない わからない 無回答

34.6    38.9

33.1       40.5

（注）【思う 計】＝｢そう思う｣、｢まあそう思う｣の合計

（注）【思わない 計】＝｢思わない｣、｢あまりそう思わない｣の合計

思わない

計

思 う

計

全 体

（N=1,497）

男 性

（n=586）

女 性

（n=860）

まあ満足している 

（佐賀県「平成２６年度佐賀県くらしの実感調査」） 

どちらともいえない 

（佐賀県こども未来課調べ 各年５月１日現在） 

あまり 
満足していない 

満足していない 

無回答
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（12）困難を抱える子ども・若者の相談の状況 
子ども・若者やその家族からの様々な相談をワンストップで対応する「佐賀県子

ども・若者総合相談センター」における相談件数は増加傾向となっています。 
相談を受け支援が必要となった子ども・若者の年齢別構成は、「１０～１９歳」が
５４％と最も多く、次いで「２０～２９歳」が２２％となっています。（平成３０年
度） 
また、その要因としては、「多重の問題」が８４．７％と最も多く、次いで「対人
関係の問題」が８４．２％、「家族問題」が６３．７％となっています。（平成２２
年度～平成２８年度） 

 

     
   
 

       （件） 

  0～9 歳 10～19 歳 20～29 歳 30～39 歳 不明 計 

 新規対象者 32 237 101 76 37 483 
 継続支援者 135 1,124 453 313 23 2,048 

 合 計  167 1,361 554 389 60 2,531 
  構成比 7% 54% 22% 15% 2% 100% 

 
 

7,758 
9,912 8,980 

13,412 

18,923 

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

件
佐賀県子ども・若者総合相談センターにおける相談件数の推移

佐賀県子ども・若者総合相談センターにおける支援対象者の年齢別内訳 

0～9歳
7%

10～19歳
54%

20～29歳
22%

30～39歳
15%

不明
2%

＊平成３０年度の実績

（佐賀県子ども・若者総合相談センター調べ） 

（佐賀県子ども・若者総合相談センター調べ） 

＊件数は実数ではなく延べ数 ＊H29年度よりアウトリーチ（訪問支援）も集計 
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項  目 問 題 内 容 
問題あり 
（件） 

割 合 

配慮すべき疾患及
び障害 

精神疾患（疑い含む） 986 44.2% 
発達障害（疑い含む） 975 43.7% 

行動面の問題 暴力 404 18.1% 
非行・違法犯罪行為 253 11.3% 
依存（携帯、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ｹﾞｰﾑ、異性等） 640 28.7% 

支援経験 医療機関受診 785 35.2% 
支援機関を利用する

にあたっての困難 

多重の問題 1,890 84.7% 
対人関係の問題 1,879 84.2% 

家庭環境 家族問題（家族の精神疾患、DV、ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ依存等） 1,421 63.7% 

虐待（疑い、過去の経験含む） 308 13.8% 
被支援困難者 
（経済的理由で必要な支援が受けられない） 

424 19.0% 

対象者実数 2,231 名 

 
 
 
 
（13）若年（１５～３４歳）無業者の状況 

    佐賀県の若年無業者は、平成２９年は３，１００人で、平成１９年と比較すると  
１，８００人減少しています。 

    佐賀県の若年人口に占める割合２．０％を全国と比較すると、０．３％低くなって
います。 

 

     （千人） 

  平成 19 年 平成 29 年 増 減 

全 国 

 15～34 歳人口 30,566.5 25,624.2 △ 4942.3 

   うち若年無業者 632.7 598.8 △ 33.9 

  割合 2.1％ 2.3％ 0.2％ 

佐賀県 

 15～34 歳人口 194.3 156.3 △ 38.0 

   うち若年無業者 4.9 3.1 △ 1.8 

  割合 2.5％ 2.0％ △ 0.5％ 

 
        
  

＊佐賀県子ども・若者総合相談センターで平成 22 年度～平成 28 年度に新規支援対象となった 2,398 名のうち、
十分な情報が得られなかった 167 名を除いて算出したものです。 
＊件数は 1名に対して複数計上しています。 

（佐賀県子ども・若者総合相談センター調べ） 

佐賀県子ども・若者総合相談センターにおける実態調査 

若年無業者数及び割合 

（総務省「就業構造基本調査」） 

※若年無業者とは、１５～３４歳の無業者で家事も通学もしていない者のうち、以下の者をいいます。 
・就業を希望している者のうち、求職活動をしていない者（非求職者） 
・就業を希望していない者（非就業希望者） 
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（14）「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」について 
    佐賀県は、国際社会全体の目標である「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の「誰

一人取り残さない」という理念を意識しながら、施策に取り組んでいきます。 
 

【参考】「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」について 
「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」は、２００１年に策定

されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、２０１５年９月の国連サミットで
採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された２０１６
年から２０３０年までの国際目標です。 
持続可能な世界を実現するための１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、

地球上の「誰一人として取り残さない」ことを誓っています。 
 

 
〈ＳＤＧsロゴ〉 出典：国連広報センター 

 
〈ＳＤＧsの１７のゴール〉出典：外務省（仮訳） 
目標１  あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 
目標２  飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を 

促進する。 
目標３  あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。 
目標４  すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を 

促進する。 
目標５  ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。 
目標６  すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。 
目標７  すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへの 

アクセスを確保する。 



16 
 

目標８  包摂的かつ持続可能な経済成 及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と 
働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する。 

目標９  強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進 
及びイノベーションの推進を図る。 

目標１０ 各国内及び各国間の不平等を是正する。 
目標１１ 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を 

実現する。 
目標１２ 持続可能な生産消費形態を確保する。 
目標１３ 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。 
目標１４ 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。 
目標１５ 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、 

砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を 
阻止する。 

目標１６ 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法 
へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある 
包摂的な制度を構築する。 

目標１７ 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップ 
を活性化する。 
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２ 佐賀県次世代育成支援地域行動計画（第３期）の実施状況 

佐賀県次世代育成支援地域行動計画（第３期）は、以下の基本理念を踏まえ、５つ
の基本施策と２２の施策の方向に沿って取り組んでまいりました。 
○ 基本理念 
「未来世代をみんなで支え、育みあう」 
 ～次代を担う若い世代の希望が叶い、安心して子育てができる佐賀県～ 

○ 計画期間 平成２７年度～令和元年度（５年間） 

○ 基本施策 
第１施策 「新たな出会い・結婚への支援」 
第２施策 「希望する妊娠・出産が叶う環境づくり支援」 
第３施策 「ゆとりや喜び・楽しさ感じる子育て支援」 
第４施策 「子どもの笑顔あふれる社会づくり支援」 
第５施策 「子ども・若者の個性や能力を伸ばす育成支援」 

〇 平成３０年度数値目標の達成状況 

項目 
平成２６年度 
(基準年度） 

平成３０年度 
令和元年度 
（最終年度） 

本県の合計特殊出生率 １．６３ 
（H26 年確定値） 

目標 １．７４ １．７７ 実績 １．６４ 
婚活支援事業でのカップル成立
数（組） ３００ 目標 ４００ ４００ 実績 ９８９ 
産後、退院してからの1か月程
度、助産師や保健師等からの指
導・ケアを十分に受けることがで
きたと答える母親の割合（％） 

６４．０ 
目標 ７０．０ 

７３．０ 
実績 ８２．１ 

不妊治療費支援事業による妊娠
者数（件） １３２ 目標 １６０ １６０ 

実績 １６８ 
保育が必要な未就学児の待機児
童数（人、４月１日時点） ５０ 目標 ０ ０ 実績 ３３ 
保育が必要な未就学児の待機児
童数（人、10 月１日時点） ７１ 

目標 ０ ０ 実績 １０７ 
認定こども園の認可・認定累計
数（件） ３８ 目標 ６４ ６６ 実績 ７４ 

保育教諭の確保人数（人） ０ 目標 ８０５ ８１２ 実績 １，２７１ 

里親委託率（％） １４．０ 目標 １９ ２０ 実績 ３１．１ 
児童養護施設における小規模グ
ループケアの実施箇所数（箇所） ４ 目標 ４ ５ 実績 １０ 
障害児通所支援事業の実施事業
所数（事業所） ６０ 目標 ８８ ― 実績 １６３ 
ファミリー・サポート・セン
ター設置市町数（市町） １２ 目標 １５ １５ 実績 １６ 
病児・病後児保育施設設置累計
数（施設） １０ 目標 １５ １６ 実績 １５ 
放課後児童クラブを利用できなかっ
た児童数（待機児童数）（人） １３８ 

目標 １３ 
０ 

実績 ２５９ 
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子育て応援の店協賛店累計数 
（企業・店舗数） １，３２０ 

目標 １，６００ 
１，６７０ 実績 １，５４５ 

子育て応援宣言企業登録累計数 
（事業所数） ２７３ 

目標 ４００ 
４３５ 実績 ９０３ 

法定以上の仕事と育児の両立支
援制度導入累計数（事業所数） １８ 

目標 ６０ 
７０ 実績 ７８ 

プラスワンスペース設置施設数 
（施設） ４５７ 

目標 ４７５ 
４８０ 実績 ４５７ 

ジョブカフェ SAGA利用者のうち
正社員就職者数（人） 

１，４９６ 
目標 １，３５０ 

１，３５０ 
実績 １，４２１ 

産業技術学院の施設内訓練にお
ける就職率（％） 

１００ 
目標 １００ 

１００ 
実績 １００ 

情報モラル講座「ひまわり講座」
の開催回数（箇所） 

７７ 
目標 ９０ 

９０ 
実績 ７８ 

ふるさと佐賀への誇りや愛着に
関する質問への回答（％） 

８３．８ 
目標 ９０ 

― 
実績 ８５．２ 

県内学校の海外との姉妹協定等
に基づく新規交流件数（校） 

４４ 
目標 ５２ 

５５ 
実績 ５３ 

高校生の海外留学者数、中・高校生の
海外研修旅行者数（２週間以上）
（人） 

１５８ 
目標 ２００ 

― 
実績 ３４７ 

次世代リーダー養成塾への佐賀
県推薦枠の人数（人） 

１５ 
目標 １０以上 

１０以上 
実績 １５ 

〇 平成３０年度の取組評価 
数値目標を掲げている２５項目のうち１７項目について達成しました。達成でき
ていない７項目については、それぞれの未達成理由を分析し対応していきます。 
未達成の項目及び理由は次のとおりです。（令和元年度佐賀県次世代育成支援対

策地域協議会で（令和２年３月２４日）で報告） 

未達成 
８項目 

項目名 未達成理由 

本県の合計特殊出生率 若者の県外流出、婚姻数の減少 

保育が必要な未就学児の待機児童数 
（人、４月１日時点） 

受皿整備を上回る保育需要の増大 

保育が必要な未就学児の待機児童数 
（人、１０月１日時点） 

受皿整備を上回る保育需要の増大 

放課後児童クラブを利用できなかった 
児童数（待機児童）（人） 

対象児童の拡大、受皿整備を上回る需要増大 

子育て応援の店協賛店累計数 
（企業・店舗数） 

店舗の統廃合、廃業 

プラスワンスペース設置施設数 
（施設） 

新たな店舗の協力が得られなかった 

情報モラル講座「ひまわり講座」の 
開催回数（箇所） 

開催希望日の集中により、申込校が減少し
たため 

ふるさと佐賀への誇りや愛着に関する 
質問への回答（％） 

高等学校における『佐賀語り』と講演会等と

の関連を図った「佐賀県のことを学ぶ時間」

が定着するとともに、維新博を体験する機会

を設けたため、数値は一定程度高まったが、

目標を達成するまでには至らなかった 
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第３章 計画の基本理念と推進体制 

 
１ 基本理念 

 
 
 
 

（考え方） 
子どもは、社会の希望であり、未来をつくる存在です。子どもを持ちたい方が、安

心して子どもを産み、健やかに育てられることは、子どもを持つ家庭のみならず、社
会全体の願いでもあります。次代の担い手である子どもたちが、考える力や伝える力
など、様々な力を身につけ骨太に成長し、そして健やかに育つためには、子どもの幸
せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮することが必要です。 
一方、社会や経済の環境変化により、子どもの育ちや子育てをめぐる状況は厳しく、

結婚や出産に関する希望の実現をあきらめる方々や、悩みや不安を抱えながら子育て
を行っている方々がいます。 
本県では、出会い・結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援を行う「子育てし

大県“さが”プロジェクト（＊）」に取り組み、子育て支援の実施主体である市町と一
体となった事業を展開することで、「佐賀で子育てがしたい」と思っていただけるよ
うな佐賀県づくりを行っており、この取組を更に推進していくことが必要です。 
また、子ども・子育て支援を質・量ともに充実させ、家庭、学校、地域、職域など

社会のあらゆる分野の方々が、子ども・子育て支援等の重要性に対する関心や理解を
深め、みんなで協働し、支えていく取組（機運の醸成を含む）が重要です。 
そして、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が、深刻な

状況にあることを踏まえ、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるよう、
子どもと若者の育成支援への理解を深め、支援を広げていく取組が大切です。 
これらの取組を通じ、家庭を築き、安心して子どもを産み育てるという希望が叶え

られるとともに、全ての子どもたちが骨太で健やかに成長できる佐賀県を目指します。 
    

＊「子育てし大県“さが”プロジェクト」 
結婚、出産、子育ての希望がかなう環境が整備され、佐賀で子育てしたいと思わ
れる佐賀県づくりを推進するプロジェクト。 

    

「子どもたちの骨太で健やかな成長を願って」 

～次世代を担う子どもたちが骨太で健やかに成長する佐賀県へ～ 
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     プロジェクトを効果的に推進するため、副知事をトップに教育長及び関係部局 
長で構成される「子育てし大県“さが”推進本部」を設置し、庁内横断的に取り
組んでいます。 

 
２ 計画の基本施策 
基本理念を踏まえ、ライフステージに応じた基本施策を掲げます。 

 

 第１施策 「結婚や出産の希望が叶う環境づくり」 

 第２施策 「子ども・若者を支え育てる環境づくり」 

 第３施策 「配慮が必要な子ども・若者や家庭に寄り添う環境づくり」 
 
３ 計画の推進体制 
県は、計画に係る項目について、市町と協力し進行管理等を行います。また、毎年
度、計画に基づく施策の実施状況等について取りまとめ佐賀県次世代育成支援対策地
域協議会に報告します。 

     
４ 達成状況の点検及び評価 
佐賀県次世代育成支援対策地域協議会では、県の報告を踏まえて「評価・検討」を
行い、県はその結果を公表します。また、市町が「子ども・子育て支援事業計画」を
見直すことを踏まえ、必要に応じて当計画の見直しを行います。 
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第４章 計画の施策体系・指標・数値目標 

  
基本理念である「子どもたちの骨太で健やかな成長を願って」を目指して、以下の基

本施策と施策の方向に沿って取り組んでいきます。 
 
 
 
 
 

基本施策 施策の方向 

１ 結婚や出産の希望

が叶う環境づくり 

（１）社会全体で結婚を希望する人を応援する気運の醸成 

（２）妊娠を望む時期から妊娠、出産、育児への切れ目の 

ない支援 

（３）母子の疾病の早期発見、早期治療による障害や疾病 

の重症化の防止 

２ 子ども・若者を支

え育てる環境づくり 

（１）幼児期の教育・保育等の推進 

（２）総合的な放課後対策の充実 
（３）地域における子育て支援の充実 
（４）子どもたちが骨太で健やかに学び育つ環境づくりの

推進 

（５）子ども・若者、子育て世帯への支援の充実による 

子育てを応援する気運の醸成 

（６）インターネット上の有害情報や犯罪等から子ども・ 

若者を守る取組 

３ 配慮が必要な子ど

も・若者や家庭に寄

り添う環境づくり 

（１）児童虐待防止対策の充実 
（２）社会的養育体制の充実 
（３）ひとり親家庭の自立支援の推進 
（４）妊娠、出産、育児に不安を抱える妊産婦や小児慢性

特定疾病児童等への支援 
（５）障害児施策の充実 
（６）困難を抱える子ども・若者とその家族への支援 

 
 
 
 

子どもたちの骨太で健やかな成長を願って
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  ■計画の指標及び数値目標 
   本計画では、基本施策ごとに指標を定めるとともに進捗状況を把握するために 
数値目標を設定します。 

 
 １ 結婚や出産の希望が叶う環境づくり 
  指標：本県の合計特殊出生率の増加を目指す 

数値目標 現状 目標 
（2024 年） 記載頁 

婚活支援事業でのカップル成立数（組） ６００ ６００ ２５頁

不妊治療費支援事業による妊娠者数（人） １６８ １７０ ２５頁

産後、退院してからの１か月程度、助産師や保健師等から

の指導・ケアを十分に受けることができたと答える母親の

割合（％） 
８２．１ ８３．２ ２７頁

 
 ２ 子ども・若者を支え育てる環境づくり 
  指標：子育て環境に対し「満足している」「まあ満足している」と回答した人の割合 

 の増加を目指す 

数値目標 現状 目標 
（2024 年） 記載頁 

認定こども園の目標設置数及び設置時期（累計） ６９ ７５ ３０頁

保育が必要な未就学児の待機児童数（4月 1日）（人） ２４ ０ ３２頁

放課後児童クラブを利用できなかった児童数（人） ２５９ ０ ３４頁

病児・病後児保育施設数（施設） １６ ２１ ３６頁

ふるさと佐賀への誇りや愛着がある生徒の割合 ８５．２ 
（2022 年） 

８５以上 
３９頁

海外からの留学生（１か月以上）の受入れ数 １２ ２０ ３９頁

子育て応援宣言事業所登録数（事業所） ９０３ １，２００ ４０頁

年次有給休暇の取得率（％） ４４．９ ７０．０ ４０頁

性別によって役割を固定する考え方に同意しない人の割合（％）  ６４．８ ７０以上 ４１頁

情報モラル講座の参加者数（人） １４，０００ １４，０００ ４４頁

防犯ボランティア研修会等への参加者数（人） ３３０ ３００ ４４頁

 
 ３ 配慮が必要な子ども・若者や家庭に寄り添う環境づくり 
  指標：子育て環境に対し「満足している」「まあ満足している」と回答した人の割合 

 の増加を目指す（再掲） 

数値目標 現状 目標 
（2024 年） 記載頁 

子ども家庭総合支援拠点の設置市町数（市町） ０ ２０ ４７頁

里親等委託率（％） ３１．１ ４５．２ ４７頁

県事業によるひとり親家庭の就職者数（人） ８４ 
（2022 年） 

１２０ 
４８頁
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小児慢性特定疾病児童等レスパイト訪問看護事業の登録訪

問看護ステーション数（施設） 
２２ ２７ ４９頁

子ども・若者総合相談センターの訪問支援（アウトリーチ）

件数 
４，６００ ４，６００ ５１頁

いじめ問題への対応に関する学校評価の状況（点） ３．４ 
（2022 年） 

３．４ 
５４頁
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１ 結婚や出産の希望が叶う環境づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標：本県の合計特殊出生率の増加を目指す 

 
  

（１）社会全体で結婚を希望する人を応援する気運の醸成  

  市町や企業、ＣＳＯと連携しながら、出会いの場の創出など、社会全体で結婚を希望
する人を応援する気運の醸成を図ります。 

 
◎ 出会い・結婚の応援 
・ さが出会いサポートセンターの充実 
大人数での婚活イベントは苦手、一人の人とじっくり話したいという独身男女の出会
いを「さが出会いサポートセンター」が支援します。会員制によるお見合い、婚活イベ
ントやセミナーを実施し、また結婚に関する相談等に対応します。 
・ 婚活イベントの情報提供 
市町や民間団体等が実施している婚活イベントについて、子育てし大県“さが”ポー
タルサイトで情報提供します。 
 

第５章 具体的な施策展開 

具体的施策 

 
若者の結婚に対する価値観や生き方が多様化している中、将来の結婚や子育てなど
のライフデザインを考える機会が少なくなっています。また、結婚しない理由とし
て、出会いがないことのほか、結婚費用や結婚後の生活費用など経済面への不安や自
分の時間がなくなることなどが挙げられています。 
 結婚は個人的な問題であり、企業が社員の結婚を応援する取組は難しいとの声もあ
りますが、企業にとっても、社員一人一人の幸せは、仕事に対する意欲向上や社員の
定着につながり、結果的に企業の利益につながると考えられます。 
このように、結婚を希望する人の出会いの場の創出や、若者がライフデザインを考
える機会の提供などを、学校・企業・団体・行政が連携しながら行い、結婚しやすい
環境づくりを進めていくことが求められています。 
また、晩婚化、晩産化などの影響による少子化が進んでおり、あわせて不妊症や不
育症に悩む夫婦が増えています。また、核家族化等による孤立した育児も課題となっ
ています。安心して子どもを妊娠・出産し、健やかに育てるための、妊娠期から産後
までの切れ目のない支援が求められています。 

現状・課題 
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 ・ 出会い結婚応援企業の登録促進 
   職場のつながりを活かした結婚支援を推進します。 
・ 若者がライフデザインを考える機会の提供 
若者が結婚に対してリアリティをもってこれからの人生を深く考えるとともに、恋
愛・結婚に対するポジティブな価値観を形成する機会を提供します。 
【数値目標】 
■婚活支援事業でのカップル成立数（組） 

現 状 
(2019年3月) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ 

 
◎ 若年層の正社員化支援 
ジョブカフェＳＡＧＡをより多くの方にご利用いただくとともに、キャリアカウン
セリングや就職後のアフターフォローの充実、併設のさが若者サポートステーション
やヤングハローワークＳＡＧＡとの連携強化など、きめ細やかな対応を通じて、若年
層の正社員化を支援する。 
 
 

（２）妊娠を望む時期から妊娠、出産、育児への切れ目のない支援  

妊娠を望む時期から妊娠、出産、育児へと切れ目のない支援を行います。 
 
◎ 不妊・不育症に関する相談・支援 
不妊・不育専門相談センターにおいて、専門医による助言、カウンセラーによる精神
的なケア、講演会・研修会の開催を通じた情報提供を図るとともに、だれでも気軽に不
妊・不育症に関する支援が受けられる体制をつくっていきます。 
また、不妊治療を必要とする方の経済的負担を軽減するために、医療保険が適用され
ない高額な体外受精や人工授精経費及び凍結保存料等に対して県独自の加算による助
成を行い、不育症の検査・治療を必要とする方については、県独自による費用助成を行
います。 
さらに、医療保険の適用を国に提案するとともに、不妊・不育症の理解促進に努めま
す。 
【数値目標】 
■不妊治療費支援事業による妊娠者数（人） 

現 状 
(2019年3月) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

１６８ １７０ １７０ １７０ １７０ １７０ 
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◎ 妊娠・出産・育児への切れ目のない支援 
・ 子育て包括支援センターの推進等 
市町が実施する、妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援を提供するワン
ストップ拠点「子育て世代包括支援センター」の整備を推進し、妊娠や子育ての不安、
孤立等に対応し、児童虐待のリスクを早期に発見・逓減します。 
また、地域の妊産婦や乳幼児の健康をサポートする母子保健推進員の育成や母子保健
従事者の専門性の向上に努めます。 
 
◎ 妊娠・出産に関する正しい知識の普及 
・こころと体の健康、悩みに関する関係機関の連携強化、相談・サポート体制の整備 
・性の健康教育指導者の研修の実施等、性に関する指導の充実 
・県ホームページ等による性に関する正しい知識の普及啓発 
・妊娠準備期からの適正な食事摂取の必要性に関する普及啓発 
・エイズ予防教育の推進 
等の取組を進めます。 

 
 

（３）母子の疾病の早期発見、早期治療による、障害や疾病の重症化の防止 

母子の疾病の早期発見、早期治療により、障害や疾病の重症化を防ぎます。 
 
◎ 子どもや母親の健康の確保 
・ 総合周産期母子保健医療センター指定の取組 
周産期医療の分野は、引き続き一般産科医療、地域の周産期医療及び総合的な周産期
医療が連携し、県民が安心して子供を産み育てることができることを目指します。 
特に、正常分娩等に対する医療提供体制を確保すること、高度な医療提供体制を充実
させることが重要であることから、 
・医師修学資金の活用等による産科医師の確保を図ること 
・ＮＩＣＵの整備支援等により、周産期母子医療センターによる２４時間の高度な 
医療提供体制を充実させること 
を重要施策として取り組みます。 
・ 妊婦・乳幼児健康診査等による健康管理 
妊産婦や乳幼児の疾病の予防、早期発見及び早期治療を目的として、早期妊娠届けの
推進、妊婦及び乳幼児健康診査、先天性代謝異常等検査、予防接種の受診を勧奨すると
ともに、未受診者への支援に努めます。 
このほか、 
・妊産婦や乳幼児に対する訪問指導等による育児支援 
・疾病予防のための知識の普及や保健指導の充実及び虫歯半減の取組の推進 
・妊婦等の喫煙防止対策の推進 
・妊娠出産に関する専門相談体制の強化 
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・出産後の避妊方法に関する知識の普及啓発 
等の取組を進めます。 
【数値目標】 
■産後、退院してからの１か月程度、助産師や保健師等からの指導・ケアを十分に
受けることができたと答える母親の割合（％） 
現 状 
(2019年3月) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

８２．１ ８２．４ ８２．６ ８２．８ ８３．０ ８３．２ 

    
◎ 小児医療等の充実 
・ 小児科医の確保・小児期救急医療体制の整備 
小児医療の分野は、子供の症状に応じた医療提供体制が整備され、子供がすくすくと
健やかに成長できる環境を目指します。 
特に、一般小児医療・高度な小児医療を担う医師を確保し、安定的な医療提供体制を
確保することが重要であることから、 
・医師修学資金等の活用による小児科医師の確保 
・小児地域医療センターや小児中核病院における医療提供体制の確保を重要施策 
として取り組みます。 
・ 子どもの医療費助成 
子どもの医療の確保を図るとともに疾病の早期発見や早期治療により、障害の発生や
疾病の重篤化を防ぎ、受診回数の多い時期の保護者の経済的負担を軽減するため、子ど
もの医療費助成事業の継続と事業実績の分析を行っていきます。 
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２ 子ども・若者を支え育てる環境づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標：子育て環境に対し「満足している」「まあ満足している」と回答した  

人の割合の増加を目指す 

 

 

（１）幼児期の教育・保育等の推進  

  平成２７年４月にスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、質の高い幼児期
の教育・保育の総合的な提供や、地域の子ども・子育て支援の充実をめざすとされてお
り、県においても、当計画を「子ども・子育て支援法」に基づく「子ども・子育て支援
事業支援計画」として位置づけ、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体
制の確保に関する事項などを定め、様々な施策を実施してきました。 
  今般、新たに令和２年度から令和６年度までの計画を、以下のとおり定めます。 
 
◎ 幼児教育・保育に従事する者の確保及び質の向上 ＜必須記載＞ 
１ 人材の確保 
質の高い子ども・子育て支援の提供に当たって基本となるのは人材であることから、
幼稚園教諭、保育士、保育教諭などを確保するため、以下の内容に取り組みます。 
・ 幼稚園教諭や保育士等に対して、キャリアアップと連動した処遇改善、業務負担の
軽減、職場環境の改善に取り組みます。 
・ 特に人手不足が深刻な保育士について、教育・保育施設、関係団体、保育士養成施
設及び行政機関等から構成される場において、官民一体となった保育士確保方策を検
討、実行します。 
・ 佐賀県保育士・保育所支援センターを活用し、保育士と教育・保育施設の双方のニー
ズを踏まえ、きめ細やかなマッチング支援を行います。特に潜在保育士に対して、職

具体的施策 

県内の小学校以下の児童数は減少傾向にありますが、核家族化や共働き家庭の増加な
どにより、保育や放課後児童クラブを必要とする子どもの数は増えています。これまで
施設整備や人員確保等に取り組んできましたが、特に保育人材の確保が急務となってい
ます。保育人材の確保に際しては、働く環境の向上等を通じて、保育の質を上げていく
ことが重要です。 
また近年、スマートフォン等の利用の低年齢化が進む中で、子どもたちが犯罪に巻き
込まれたり、ＳＮＳを介したいじめの被害にあったりするケースが増加しており、そう
したことから子どもたちを守り、適正利用を促す取組が求められています。 
県では、「子育てし大県“さが”プロジェクト」として、出会いから結婚、妊娠・出
産、子育てといった各ライフステージに応じた切れ目ない支援に取り組んできました。
この取組を、市町や企業、ＣＳＯなど社会全体に広げ、これらの課題に取り組んでいく
ことが必要です。 

現状・課題 
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場復帰のための講習会や就職フェアの開催、保育体験・保育見学会、トライアル雇用、
就職準備金の貸付に取り組みます。 
・ これから保育士になる人に対して、保育士修学資金の貸付、県外の保育士養成施設
に進学した学生の県内就職の支援に取り組みます。 
 
■特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者の見込み数（人） 

 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

保育士・保育教諭 6,580 6,598 6,629 6,651 6,563 

幼稚園教諭 1,741 1,781 1,812 1,839 1,862 

※計画期間内における利用児童数の増加により、今後新たに確保が必要となる幼児教 

育・保育従事者の見込み数 

 
２ 従事者の質の向上 
生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な期間である乳幼児期において大きな役割
を担う教育・保育に従事する者が、平成２９年に改訂された「幼保連携型認定こども
園教育・保育要領」「幼稚園教育要領」及び「保育所保育指針」に基づき、質の高い幼
児教育・保育が提供できるよう、以下の内容に取り組みます。 
・ 地域や教育・保育施設等の実情・課題に応じた研修内容等の再検討、処遇改善を
踏まえた研修体系の整理、既存の研修に係る情報の一元化等を行うとともに、関係
団体、保育士養成施設及び行政機関等の連携体制の構築についての検討を進めま
す。 
・ 教育・保育施設と小学校等との円滑な接続を推進するため、関係団体等と連携
し、幼稚園教諭・保育士・保育教諭等による小学校の授業参観や小学校教師との合
同研修会・研究会の開催、小学校教師による教育・保育施設の参観などに取り組み
ます。 
・ 国際化の進展に伴い外国にルーツを持つ子どもが増えていることを踏まえ、外国
の文化・習慣・指導上の配慮等に関する研修の実施など、当該子どもが円滑に教
育・保育等を利用できるよう、必要な支援を検討します。 
・ 認可外保育施設は、認可施設ではカバーできないニーズに対応している等の現状
も踏まえ、認可外保育施設の従事者に対する研修や特別支援保育に係る補助の実
施、事故防止に資する備品等の購入補助などに取り組みます。 

 
 ◎ 幼児期の教育・保育の一体的提供 ＜必須記載＞ 
１ 認定こども園の普及に係る基本的考え方 
認定こども園は、幼稚園及び保育所の双方の機能を併せ持ち、保護者の就労状況に関
わらず利用できること、人口減少地域でも集団教育・保育が可能となることなどの特徴
があります。 
本県においては、これまでも、地域の保育ニーズ等を踏まえながら、幼稚園や保育所
等の個々の施設が目指す方向性に沿って、支援を行ってきました。 
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引き続き、認定こども園への移行を希望する施設に対しては、円滑に移行できるよう、
支援を行っていきます。 

 
２ 認定こども園への移行に対する支援 
・ 市町計画に沿って施設整備が行われるよう、施設整備に関する国庫補助制度等を市
町や施設に情報提供するとともに、利用促進を図ります。 
・ 幼保連携型認定こども園において配置が必要となる保育教諭の確保のため、幼稚園
教諭免許状及び保育士資格の併有の促進を図ります。 
・ 保育教諭に係る特例制度（保育教諭の配置に係る経過措置、実務経験を有する教育・
保育従事者に対する幼稚園教諭免許状及び保育士資格の取得に係る特例措置）の内容
の周知を図り、有資格者の確保に努めます。 
・ 幼稚園や保育所の認定こども園への移行については、認可・認定等、様々な手続き
が生じることから、認定こども園への移行を目指す施設に対する情報提供や相談への
対応等、移行が円滑に進むよう必要な支援を行います。 
【数値目標】 
■認定こども園の目標設置数及び設置時期（累計） 

現状 
（2019 年） ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

６８ ７０ ７１ ７２ ７３ ７５ 

 
３ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本的考
え方及びその推進方策 
子ども・子育て支援法は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の
実現に寄与することを目的としています。 
乳幼児期の発達が連続性を有するものであり、また、幼児期の教育が生涯にわたる人
格形成の基礎を培う重要なものであることを踏まえ、事業の実施主体である市町と十分
に連携し、市町計画が円滑に実施されるよう支援をしていきます。 

 
４ 地域における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携 
教育・保育施設である認定こども園、幼稚園、保育所には、地域の子ども・子育て支
援について中核的な役割を担うことが期待されています。 
地域型保育事業は、原則として満３歳未満の子どもが対象であることから、満３歳以
降についても引き続き教育・保育の提供が受けられるよう、教育・保育施設と地域型保
育事業者が相互に連携することが必要であり、市町が積極的に関与し、円滑な連携が図
られるよう支援します。 
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５ 認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等との連携 
幼児期の教育・保育と児童期の教育がそれぞれの段階における役割と責任を果たすと
ともに、子どもの発達や学びの連続性を保障するため、両者の連続性・一貫性を確保し
て円滑に接続し、子どもに対して体系的な教育が組織的に行われるようにすることは極
めて重要です。 
その際、幼児期の教育か小学校教育のどちらかがもう一方に合わせるのではなく、両
者の間で幼児・児童の実態や指導方法等について理解を深め、連携しながら、広い視野
に立って教育することが求められます。 
そのため、子ども一人一人が環境の変化に対応できるよう、教育・保育施設と小学校
等がお互いの教育・保育の内容や指導方法を学びあい、相互理解を深め、指導方法の工
夫や改善に努めるとともに、職員研修などの機会をとらえて小学校への円滑な接続につ
いての重要性を発信し、幼児・児童の交流活動を充実させる環境づくりに努めます。 

 
 ◎ 医療的ケア児、特別な支援が必要とする子どもへの支援 
・ たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な子どもが増えており、県全域や各障
害保健福祉圏域における、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図
るための協議の場において、支援の検討・実施・充実に取り組みます。 
・ 障害のある子どもや医療的ケアが必要な子どもが、幼児教育・保育を受けることがで
きるよう、市町と連携し、幼稚園、認定こども園及び保育所における従事者の追加配置
を支援します。 

 
 ◎ 区域の設定 ＜必須記載＞ 
１ 基本的考え方 
県は、幼児教育・保育の量の見込み、提供体制の内容及び実施時期を定める単位とな
り、保育所や認定こども園の認可・認定を行う際の需給調整の判断基準となる「区域」
を設定することとされています。 
この区域については、新制度の実施主体である各市町において、管内の教育・保育施
設間の利用調整を図りながら地域ごとの保育ニーズ等を踏まえた区域設定を行ってい
ることから、地域の実情に基づいた判断ができるように、各市町計画において設定され
た区域と同一の設定とします（１市町１区域）。 

 
 ◎ 子ども・子育て支援に係る量の見込みと提供体制の確保 ＜必須記載＞ 
１ 基本的考え方 
幼児教育・保育の量の見込み、提供体制の内容及び実施時期については、広域利用も
含めて設定された市町計画の数値を、県の設定区域ごと、年度ごと、子どもの認定区分
ごとに集計し、以下「量の見込みと提供体制の確保方策」のとおり定めることとします。 

 
 
 
 
 



32 
 

   【県内全域における量の見込みと提供体制】 
区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 

３
歳
以
上 

教
育 

量の見込み① 6,791 6,545 6,207 5,937 5,669 

確保方策 ② 8,551 8,200 7,926 7,732 6,498 

過不足 ②－① 1,760 1,655 1,719 1,795 829 

保
育 

量の見込み① 14,378 14,429 14,395 14,372 14,410 

確保方策 ② 14,931 15,275 15,497 15,668 15,761 

過不足 ②－① 553 846 1,102 1,296 1,351 

１
・
２
歳 

保
育 

量の見込み① 9,277 9,328 9,357 9,372 9,389 

確保方策 ② 9,280 9,445 9,629 9,784 9,917 

過不足 ②－① 3 117 272 412 528 

０
歳 

保
育 

量の見込み① 2,822 2,785 2,734 2,709 2,665 

確保方策 ② 2,730 2,774 2,805 2,843 2,868 

過不足 ②－① △ 92 △ 11 71 134 203 

    ※各市町が作成する「子育て安心プラン実施計画」では、２０２１年４月には幼児教育・保育の

提供体制が確保され、待機児童が解消される見込みとなっていますが、本計画では、市町に

よっては３月末時点の量の見込みと提供体制の数値となっているため、２０２１年以降も需

要を満たしていない場合があります。 

 
２ 県の取組 
県では、令和元年１０月から開始された幼児教育・保育の無償化や女性の就業率上昇・

多様な働き方など地域の実情を十分に踏まえ、地域のニーズに応じて質の高い幼児教
育・保育が適切に提供されるよう、市町と調整しながら認定こども園等の認可・認定を
行うなど、地域における教育・保育の提供体制の確保を支援します。 
また、待機児童対策については、保育士の確保を喫緊の課題として取り組むほか、県
と市町で構成する待機児童対策協議会（＊）において、県と市町が緊密な連携のもと、
待機児童の解消に最大限努力していきます。 

  ＊佐賀県待機児童対策協議会 
   ・設置日：平成３１年１月２９日（平成３１年１月２９日内閣総理大臣届出） 
   ・構成機関：県及び２０市町（必要に応じて有識者） 

【数値目標】 
■保育が必要な未就学児の待機児童数（４月１日）（人） 

現状 
（2019 年） ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

２４ ８ ０ ０ ０ ０ 
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◎ 県の認可及び認定に係る需給調整の考え方 
１ 基本的考え方 
県は、認可・認定基準を満たす者から、保育所又は幼保連携型認定こども園の認可申
請、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定申請があった場合、原則として
認可・認定を行うこととします。 
ただし、子どもの認定区分ごとに、県区域における教育・保育施設の利用定員の総数
が、県計画で定める必要利用定員総数に既に達しているか、又は認可・認定によってこ
れを超えることになると認める時は、需給調整を行い、認可・認定を行わないことがあ
ります。 
なお、当面の間、子どもの認定区分ごとに、県区域における教育・保育施設の利用定
員の総数が需要を上回る場合は、事業開始希望年度の翌年度の必要利用定員総数に基づ
き需給調整を行い、判断します。 

 
２ 市町計画に定められた教育・保育の提供体制の確保の内容に含まれない教育・保育施
設の認可及び認定の申請に係る需給調整 
ア 市町計画に基づき、教育・保育施設又は地域型保育事業の整備を行っている場合 
当該整備を行っているこれら施設又は事業の認可・認定が行われる前に、計画の確
保方策として定めたもの以外の者から認可・認定の申請があった場合は、当該整備を
行っている施設又は事業により確保される利用定員数を供給として見込んだ上で、計
画における需要と供給を比較し、供給が需要を上回る場合は需給調整を行うこととし
ます。 
ただし、待機児童が発生するなど、実際に認定を受けた子どもの数が、計画で定め
た必要利用定員総数を上回っている場合などについては、市町の意見も踏まえ、その
都度認可・認定の是非を判断します。 
イ 上記ア以外の場合 
上記１に基づき、認可・認定の判断を行うこととします。 

 
３ 幼稚園又は保育所が認定こども園に移行する場合における需給調整 
認定こども園は、保護者の就労状況に柔軟に対応できるとともに、地域における子育
て支援の拠点としての役割も担う施設であることから、認定こども園への移行を希望す
る幼稚園や保育所があれば、認可・認定基準を満たす場合は、供給が需要を上回ってい
る地域においても認可・認定を行えるよう、「県計画で定める数」を設定し、県の設定区
域ごとの量の見込みに加えることとします。 

   【認可・認定のイメージ図】 
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（２）総合的な放課後対策の充実  

市町と連携し放課後児童クラブや放課後子ども教室を整備・充実するとともに、放課
後児童支援員の確保に向けた支援を行います。 
 
◎ 放課後児童クラブの整備、人材確保及び質の向上 
放課後児童クラブは、県内の全ての市町（必要とされる校区全て）に設置されており、

利用ニーズは年々増加傾向にあります。平成２７年度から４年生以上に対象が拡大され
た影響もあり、一部の市町では待機児童が発生しています。そのため、定員拡大のため
の施設改修やクラブの新設への補助制度を積極的に活用してもらうよう、市町に促して
いきます。 
また、待機児童を解消するとともに放課後児童クラブの充実を図るためには、人材の
確保や質の向上が必要です。そこで県では、放課後児童クラブに従事する支援員の処遇
改善を市町に働きかけるとともに、放課後児童クラブについて広く知ってもらう取組等
（入門研修など）を行います。 
さらに、従事者の質の向上を図るため、放課後児童支援員を養成する認定研修の実施、
放課後児童支援員や放課後子供教室のコーディネーターなどが一同に会して研修を行
う「放課後子どもプラン研修会」の開催等を引き続き行います。加えて、アドバイザー
が放課後児童クラブを巡回し、個々のクラブが抱える課題等に助言・指導を行うことで、
支援体制の強化と県全体の放課後児童クラブの質の向上を図ります。 
【数値目標】 
■放課後児童クラブを利用できなかった児童数（人） 

現 状 
(2019年) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

２５９ １３２ ６６ ０ ０ ０ 

 
◎ 放課後子供教室の充実 
放課後子供教室については、地域の大人や団体が連携協力して、放課後や週末に様々
な体験活動や学習活動に取り組めるよう支援していきます。 
 
◎ 放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型・連携の推進 
全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことがで
きるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等
を進めていく「放課後子ども総合プラン」の実施に向けて取り組んでいきます。 
そのためにも、放課後児童クラブ担当部署と放課後子供教室担当部署の連携が図られ、
放課後児童クラブの支援員と放課後子供教室の地域学校協働活動推進員等の情報交換
や情報共有、学校施設の活用が十分に行われるよう、市町の運営委員会の活性化を促す
（未設置の市町には設置を働きかける）とともに、放課後児童クラブと放課後子供教室
の一体型・連携の橋渡し役となる地域学校協働活動推進員等が活発に機能していくよう、
研修内容の見直しなどを随時行っていきます。 
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（３）地域における子育て支援の充実 

市町と連携し、地域の多様なニーズに対応するサービスの充実を図ります。 
 
◎ 利用者支援 
子育て家庭や妊産婦がニーズにあった母子保健や子育て支援等のサービスを利用で
きるよう、また、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等
の関係機関を円滑に利用できるよう、身近な場所での相談や情報提供、助言等の必要な
支援を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する市町を支援します。 
また、国際化の進展に伴い、帰国子女や親が外国人である子どもなどの増加が見込ま
れることから、これらの子どもが円滑に教育・保育施設等を利用できるよう、相談体制
を整える市町を支援します。 

 
◎ 地域子育て支援拠点 
公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談等の事
業を実施する市町を支援します。 
 

 ◎ 乳児家庭全戸訪問 
子育ての孤立化を防ぐため、すべての乳児のいる家庭を訪問し、その居宅において不
安や悩みを聞き、必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対する適切な
サービス提供を行う事業を実施する市町を支援します。 

 
 ◎ ファミリー・サポート・センター 

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（依頼会員）と、援助を行うことを
希望する者（提供会員）との相互援助活動に関する連絡・調整を行う事業を実施する市
町を支援します。 

 
 ◎ 一時預かり 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、保育
所その他の場所において、一時的に預かる事業を実施する市町を支援します。 

 
 ◎ 延長保育 

１１時間の開所時間を超えて保育を行う事業を実施する市町を支援します。 
 
 ◎ 病児・病後児保育 

病院・保育所等の付設の専用スペース等で、看護師等が地域の病児や病後児を一時的
に保育する事業を実施する市町を支援します。 
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【数値目標】 
■病児・病後児保育施設数（施設） 

現 状 
(2019年) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

１６ １９ ２０ ２１ ２１ ２１ 

    （注）企業主導型保育施設が行う病児・病後児保育施設数を除く 
 
◎ 幼稚園における預かり保育 
通常の教育時間（４時間）の前後や土日・長期休業期間中などに、保護者の要請等に
応じて預かり保育を行う私立幼稚園を支援します。 

 
 ◎ 家庭教育への支援の充実 

家庭教育を支援する人材を養成するとともに、各市町における家庭教育に関する学習
機会や情報提供、相談体制の充実を支援します。 
支援にあたっては、地域の子育て支援グループや地域人材、児童・民生委員、保健師、
母子保健推進員、学校､教育委員会等関連機関との連携を推進します。 

 
 

（４）子どもたちが骨太で健やかに学び育つ環境づくりの推進  

学校や企業、ＣＳＯ、市町などと連携しながら、様々な体験・交流活動を行うなど、
子どもたちが骨太で健やかに学び育つ環境づくりを推進します。 

 
◎ 子ども・若者育成県民運動の推進 
のびやかで健やかな、社会的に自立した心豊かな子ども・若者を、地域で見守り育成
していくため、市町と連携して「子ども・若者育成県民運動」（＊）に取り組むとともに、   
ＣＳＯ等との連携など、県民運動の輪を広げていきます。 
また、地域で取り組んでいる育成支援活動の好事例を他地域に情報共有し、活動を広
めていくとともに、より多くの子どもたちが地域で展開される活動に参加できるように
取組を検討します。 

＊「子ども・若者育成県民運動」とは、地域における登下校中の見守り活動や、子ど
もの体験活動、世代間の交流活動、地域の歴史を知る活動など、それぞれの地域に
おいて展開されている子ども・若者育成活動の総称 

 
◎ 地域で子ども・若者を育成する環境づくりの推進 
・ 地域での体験・交流活動の活性化と志を持った子ども・若者の育成 
地域における子ども・若者の育成力を向上させるとともに、ふるさと佐賀への誇りや
愛着、未来を自ら切り拓いていく志を育むため、関係団体を支援し、地域で実施する体
験・交流活動の活性化を図り、また、将来、地域で活躍できる子ども・若者の育成を推
進します。 
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 ・ 体験活動の推進 
未来を担う人材を育成するため、佐賀の若者が自らの可能性を広げ夢に向かって志を
立てる学びの場の提供や、豊かな自然に立地する少年自然の家での体験活動を推進しま
す。 
 
・ 読書活動の推進 
県立図書館における新刊児童書全点購入により子どもの読書環境の充実を図るとと
もに、子どもの発達段階（乳幼児期、小学生期、中学生期、高校生期）に応じ、地域・
家庭・学校と連携して、読書への関心を高め、読書習慣の形成を図ります。 

 
・ 地域における子どもの居場所づくりの推進 
地域における子どもの居場所づくりに取り組まれている団体や地域貢献を希望する
支援者との情報連携や協力体制といった地域ネットワークを構築し、民間主導で継続で
きる体制づくりを行うことで県内の子どもの居場所の充実を図ります。 

 
・ 地域における相談体制の充実・広報 
子ども・若者やその家族からの様々な悩みにワンストップで対応する「佐賀県子ども・
若者総合相談センター」について、実効ある支援につなげることができるよう、充実・
強化を図ります。 
また、生活に困窮する子ども・若者やその家族からの様々な相談に対応する「生活自
立支援センター」において、伴走的な支援が展開できるよう支援体制の充実・強化を図
ります。 
併せて、子ども・若者に対して、各種相談窓口についての広報を推進します。 

 
・ 次の時代を担う指導者・相談員等の発掘・育成 
次の時代を担う指導者や相談員等を発掘・育成するため、佐賀県子ども・若者総合相
談センターや若者サポートステーション（さが・たけお）の相談員、スクールカウンセ
ラー、学校・幼稚園等の教員などを目指す県内の大学生等を対象にした研修・ＯＪＴを
実施し、困難を抱える子ども・若者への支援に関する理解を深めることにより、子ども・
若者に関わる指導者の指導力向上を目指します。 

 
・ 地域での育成支援活動を活性化する人材の養成 
子ども・若者の健やかな成長を地域全体で見守り支える環境づくりを牽引する「子ど
も・若者育成推進サポーター」を認定します。認定後は、他の地域や他団体で子ども・
若者のために活動するサポーター同士で定期的に意見や情報を交換し、サポーターのネ
ットワークを構築することを通じて、子ども・若者育成県民運動の輪を広めます。 
 
◎ 人に寄り添い、人を大切にする心の育成 
地域や学校での様々な場面で、人権の重要性を学び合うことを目的として作成した研
修資料をホームページに掲載するなどして、その活用を促進し、人に寄り添い、人を大
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切にする子どもたちの豊かな心を育成します。また、インターネットの急速な普及など
社会情勢の変化に伴い各種人権課題が複雑化、多様化している昨今、性の多様性に対す
る県民の理解が深まり、様々な性的指向・性自認をもつ子ども・若者たちが、自分らし
く生きていくための権利が尊重されるよう、リーフレットを作成する等して、教育・啓
発に努めます。 

 
◎ 学校等における育成支援 
児童生徒一人ひとりが、高い志と理想を持って、困難に立ち向かい克服していくため
の力である「生きる力」を育むために、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の、
いわゆる知、徳、体の三つの要素をバランスよく育むとともに、自己の持つ個性と能力
を最大限に発揮し、様々な可能性を伸ばしていくことが重要です。 
こうしたことから、 
・「確かな学力」（知）については、基礎・基本を確実に身に付け、自ら課題を発 見
し、自ら学び、自ら考え、主体的に判断・行動し、よりよく問題を解決する資質や能
力 
・「豊かな心」（徳）については、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思い
やる心や感動する心 
・「健やかな体」（体）については、たくましく生きるための健康や体力を育み、これ
らの調和のもと、国際的視野に立ち、社会経済の進展に創意を持って対応し、文化の
創造や産業の振興など社会や地域の発展に貢献できる、心身ともにたくましい人材の
育成を目指します。 
こうした考えの下、「佐賀県教育施策実施計画」に基づき、取組を推進します。 

 
◎ 県医師会等との連携による性に関する指導の推進 
   子どもの豊かな人間形成をめざし、児童生徒が性に関する正しい知識を習得して、望
ましい人間関係を構築できるよう、大学や県医師会等の関係機関と連携し、学校におけ
る性に関する指導の推進を図ります。 

   
◎ 若者の就労等支援の充実 
・ 若年未就職者等への支援 
ジョブカフェＳＡＧＡにて提供している、職業適性診断、キャリアカウンセリング、
面接指導、セミナー、合同企業説明会、及び、併設のさが若者サポートステーションや
ヤングハローワークＳＡＧＡとの連携強化などを通じて、若年未就職者等を支援します。 
 

・ 職業能力開発 
県立職業能力開発施設である佐賀県立産業技術学院において、県内産業界のニーズに
即した施設内訓練の実施、就職支援及び在職者訓練の強化等に取り組みます。 
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・ ＩＴ・クリエイティブ人材の創出 
ＩＴ・クリエイティブ産業における若者等に対する多様で魅力的な就業機会を創出
するため、関係機関と連携した取組を行います。 

 
◎ 郷土への愛着や誇りを持った子ども・若者の育成 
   子ども・若者がふるさと佐賀への誇りや愛着を持ち、将来社会に出て地域等で活躍で
きる子ども・若者の育成を図っていくことが重要です。 
そのため、県内の子どもに様々な体験の場を提供し、学ぶきっかけをつくるとともに、
地域に加え、学校・県内産業界等との連携を推進し、“志”を持った子ども・若者の育成
を図ります。 
また、学校教育において、児童生徒がふるさと佐賀への理解と愛着を深め、そのよさ
を実感し、将来にわたり誇りと自信を持つことができるよう、「さがを誇りに思う教育」
を推進します。 
【数値目標】 
■ふるさと佐賀への誇りや愛着がある生徒の割合（％） 

現 状 
(2018年3月) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

８５.２ ８５以上 ８５以上 ８５以上 － － 

 
◎ グローバル社会を自ら切り拓いていく子ども・若者の育成 
・ 国際社会で活躍する人材育成 
近年の在留外国人の増加等グローバル化が加速する社会において、国際的な視野を持
ち、外国語によるコミュニケーション能力を備えたグローバル社会を生き抜く人材の育
成が求められるとともに、多様な人々との共生を可能とする資質と能力を育成する必要
があります。 
そのため、海外からの留学生や学校交流等の受入れを促進するとともに、引き続き、
海外留学や海外研修に係る経費の支援を行い、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 
また、日本と世界各国の青年との交流を通して、広い国際的視野とリーダーシップを
身に付ける「内閣府青年国際交流事業」に佐賀県の若者を派遣し、国際社会・地域社会
で活躍する次世代のグローバルリーダーを育成します。 
【数値目標】 
■海外からの留学生（１か月以上）の受入れ数（人） 

現 状 
(2019年4月) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

１２ １４ １６ １８ ２０ ２０ 

 
・ 次世代を担うリーダーの養成 
日本のみならず世界を舞台に活躍できる人材の育成を図るため、日本の文化や歴史へ
の深い知識を学び、人としての基礎的な人格や能力を養うとともに、互いに切磋琢磨し、
次世代を担うリーダーとして必要な素養形成の「きっかけ」を与えるため、全国から志
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の高い高校生が参加する「日本の次世代リーダー養成塾」に高校生を派遣します。また、
佐賀県から派遣する高校生に対して、ふるさと佐賀への誇りや愛着の醸成を図ります。 

 
 

（５）子ども・若者、子育て世帯への支援の充実による子育てを応援する気

運の醸成  

子ども・若者の育成支援や子育て世帯への支援の充実を図るとともに、県民が子育
てを応援する機運を醸成します。 

 
◎ 子育て応援の店の推進 
子育て中の家庭に対し、店舗や事業所等が商品の割引や特典の付与等を行う「子育て
応援の店」事業の取組を推進し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、社会
全体で子育てを支援するといった機運の拡大を図っていきます。 

 
◎ ワーク・ライフ・バランスの推進 
・ 子育て支援取組企業の拡充 
子育て支援に積極的に取り組む企業等を県のホームページで紹介することなどによ
り、子育てと仕事の両立に対する事業主の意識を高め、企業等の子育て支援の取組を促
進していきます。 
【数値目標】 
■子育て応援宣言事業所登録数（事業所） 

現 状 
(2018年) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

９０３ １，０００ １，０５０ １，１００ １，１５０ １，２００ 

 
・ ワーク・ライフ・バランスの普及 
労働時間短縮促進事業を実施するなどの啓発活動を行い、国、企業、関係機関と一体
となってワーク・ライフ・バランスを推進していきます。 
企業に専門家（社会保険労務士）を派遣して、次世代育成支援対策推進法に基づく一
般事業主行動計画の策定・見直し、就業規則等の変更、国の助成金の活用に係る助言な
どを行い、使いやすい子育てのための休暇制度の導入など、子育てしやすい職場環境づ
くりを推進します。 
【数値目標】 
■年次有給休暇の取得率（％） 

現 状 
(2018年) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

４４．９ ７０．０ ７０．０ ７０．０ ７０．０ ７０．０ 
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◎ 男女共同参画の推進（男性の育児参加の促進） 
妻が妊娠期からの男性の育児・家事参画促進のためのセミナーや、子育て世代の女性
の社会復帰を目指したフォーラムの開催等により、男性の育児・家事への参画意識の向
上を図ります。また男女共同参画センターと連携した啓発活動等による男女共同参画意
識の醸成等の取組を進めます。 
【数値目標】 
■性別によって役割を固定する考え方に同意しない人の割合（％） 

現 状 
(2018年) 

２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

６４．８ ― ― ７０以上 ７０以上 ７０以上 

 
◎ 子どもたちへの食育の充実 
子どもの頃に身についた食習慣を大人になってあらためることは困難であり、子ども
への食育の取組を確実に推進していくことは重要な課題です。次世代を担う子どもたち
の健全な育成のため、学校、保育所等、家庭、地域における食育の充実を図ります。 
・ 食育の場における実践の促進 
県内の消費者・生産者・教育・社会福祉・医療・ＣＳＯ等の関係団体、企業及び行政
機関で組織する「食育ネットワークさが」等、食育を推進する関係者との連携や情報の
共有化を強め、家庭や地域等での食育現場における取組の充実を図っていきます。 
早ね・早起き・朝ごはんキャンペーンの実施や、各食育の場における実践に対しての
支援を行っていきます。 
 
・ 保育所等における食育の推進 
保育所、認定こども園については、県の条例で、食育を推進するために、食育推進計
画を策定するとともに、食育推進担当者を配置することを求めています。 
引き続き、保育所や認定こども園に対してこれらの取組の実施・充実を図るとともに、
幼稚園に対しても、同様の取組を促していきます。 
 

◎ 身体活動の推進 
本県では、子どもや若者、子育て世代から高齢者まで、歩くことにより健康増進や生
活習慣病の予防・改善を図り、さらに、歩くことで人的交流が盛んになり、地域のコミ
ュニティ保持やまちの賑わい創出など、地域の活性化につながることを目指すため、歩
くライフスタイルを推進していきます。 
 

◎ 子育て家庭に対する経済的負担の軽減 
・ 子どもの医療費助成【再掲】 
子どもの医療の確保を図るとともに少子化対策を推進するため、子どもの医療費助成
事業の継続と事業実績の分析を行っていきます。 
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・ 幼児教育・保育の無償化 
２０１９（令和元）年１０月１日から開始された幼児教育・保育の無償化制度を着実
に実施します。 
 

・ 多子世帯負担軽減 
保育所や幼稚園、認定こども園を利用する多子世帯の３歳未満の乳幼児について
は、一定の条件の下、利用者負担が軽減される仕組みとなっています。 
※３歳以上の幼児の利用者負担は、幼児教育・保育の無償化により、全て無償と 
なっています。 
このような制度を広く周知し、経済的負担を理由に出産等をためらっている世帯の
不安解消につなげていきます。 

 
・ 授業料減免などによる教育費の負担軽減 
高等学校等就学支援金の円滑な実施に努めます。 
現在、公立、私立に関わらず、高等学校の生徒に対して、授業料に充てるための高等
学校等就学支援金が支給されています。 
これにより、年収９１０万円未満程度の世帯の生徒について、公立高校は授業料の負
担が無くなり、私立高校も公立高校と同程度の負担軽減がされています。更に、令和２
年度より年収５９０万円未満程度世帯の私立高校の生徒に対しては、支援金の加算措置
が拡充される予定です。 
これに加えて、低所得世帯を対象とした授業料・入学金減免補助及び奨学給付金を支
給しており、高校生の教育費負担軽減を図っています。 
しかしながら、公立と私立の校納金の負担格差は依然として残っており、引き続き私
立高等学校の生徒への支援について検討していきます。 

 
・ 就学支援のための育英資金 
人材育成を目的として、経済的理由により修学が困難な高校生等の支援を図るため、
育英資金を必要な人に必要な額を貸与します。 

 
◎ 子育てしやすいまちづくりの推進 
 ・ パーキングパーミット制度の推進 

妊産婦を含む歩行困難な方にパーキングパーミット（身障者用駐車場利用証）を交付
し、公共的施設に身障者用駐車場を確保することにより、誰もが安心して生活できる環
境づくりに取り組みます。また、車椅子ユーザー以外の歩行困難者のために協力施設出
入口近くに確保したパーキングパーミット専用の一般駐車場「プラスワンスペース」の
設置を進めていきます。 

 
 ・ さがすたいるの推進 

お年寄りや障がいのある方、子育て・妊娠中の方など、誰もが安心して外出できる、
人にやさしいまちのスタイルを「さがすたいる」として広げる取組を行い、さがすたい
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るウェブサイトにおいて、「あると便利」「利用しやすい」と感じてもらえるお店のバリ
アフリー設備やスタッフのサポート情報等を広く発信していきます。 

 
 

（６）インターネット上の有害情報や犯罪等から子ども・若者を守る取組  

スマートフォン等によるＳＮＳなどの適正利用の普及啓発やインターネット上の有
害情報、犯罪被害等から子ども・若者を守る取組を行います。 

 
◎ 子ども・若者を取り巻く社会環境の健全化の推進 

子ども・若者が健やかに成長できる環境づくりを推進するため、佐賀県青少年健全
育成条例等に基づき、有害図書や有害玩具類の規制、携帯電話等へのフィルタリング
サービスの利用促進等に取り組みます。 
また、有害図書等の区分陳列が適切に実施されているか等について、市町と連携し
て、地域環境点検活動を実施します。 

 
◎ 子ども・若者が安心してインターネット等を利用できる取組の推進 
・ 佐賀県青少年健全育成条例に基づく規制等   
子どもがインターネット等の利用によりトラブル等に巻き込まれることを防ぐため、
関係機関と連携して、佐賀県青少年健全育成条例に基づく携帯電話等へのフィルタリン
グサービスの利用促進や啓発に取り組みます。 
また、青少年が自分の裸体等を自ら撮影し、相手方の求めにより、その画像をメール
等で送付させられる被害（いわゆる「自画撮り被害」）を未然に防止するため、条例によ
り児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するとともに、違反行為に対して罰則を科す
こととします。 

 
・ 対象者に対応した情報モラルの啓発等   
スマートフォンを始めとする新たな情報機器やサービスが、子ども・若者の間で急速
に普及・浸透しており、トラブルの未然防止のため、スマートフォン・インターネット
等に本格的に触れ始める年代（小・中学生）への情報モラルの啓発が必要となっていま
す。また、その実効性を高めるためには、小・中学生に加えて、その家族の関わり方が
重要です。本県では三世代同居の割合が高く、保護者に加え、祖父母等の同居家族が関
わる機会が多く想定されるため、現在、主に小・中学生本人を対象に実施している情報
モラル講座「ひまわり講座」の対象者拡大や出前講座の活用など、各年代の対象者に対
応した意識醸成・啓発の取組を推進します。 
また、子どもがインターネット等に関係するトラブル等に巻き込まれないようにする
ためには、携帯電話フィルタリングサービスの活用や、マナー・情報モラルの理解に加
えて、家庭内でのルール作りも重要であることから、保護者や地域・学校関係者向けの
啓発に取り組みます。 
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【数値目標】 
■情報モラル講座の参加者数（人） 

現 状 
(2018年) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

１４，０００ １４，０００ １４，０００ １４，０００ １４，０００ １４，０００ 

 
・ インターネット等の活用と与える影響への対応  
高度情報化社会において、子どもがインターネット等を適切に取り扱うことができる
能力を養うことにより、豊かな創造性につながることが期待されます。 
一方、メディア依存症やコミュニケーション能力の低下など、影響も懸念されます。 
そのため、インターネット等を適切に利用する能力（メディアリテラシー）の育成に
向けた取組の検討と併せて、メディアが与える影響への対応について検討します。 
また、インターネット上に書き込まれる、いじめや誹謗中傷、個人情報など、不適切
な内容を監視し、学校を通じて生徒への改善指導を行う「ネットパトロール」を実施し
ます。 

 
・ メディア対策を推進するための体制   
「佐賀県青少年有害情報対策実行委員会」を適宜開催し、インターネット等の活用と
与える影響への対応など、インターネット等のメディア対策を推進するための対応につ
いて協議します。 

 
◎ 子ども・若者が犯罪の被害に遭いにくいまちづくりの推進 

県民が犯罪の被害に遭わずに安全で安心して暮らせる社会づくりを進めていくと
ともに、人と人との絆を大切にしてお互い支え合い守り合うことのできる地域社会を
築くため「佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例」を施行し、同条例
に基づき、「第２次佐賀県防犯あんしん計画」を策定しています。 
同計画に基づき、 
 ・犯罪の防止のための自主的な活動の促進（防犯情報等の提供） 
 ・学校等における児童等の安全確保 
 ・犯罪の防止に配慮した環境等の整備 
 ・犯罪被害者等に対する支援 
等を柱とした各種取組を推進します。 
【数値目標】 
■防犯ボランティア研修会等への参加者数（人） 

現 状 
(2018年) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

３３０ ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 
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 ◎ 喫煙・飲酒・薬物乱用を防止する活動の推進 
未成年者の喫煙や飲酒を防止するため、関係機関等と連携して、街頭キャンペーン
を実施するなど、啓発活動を行います。 
また、薬物乱用を防止するため、関係機関等と連携しながら、薬物乱用防止教室の
実施や薬物乱用防止講演会の開催など、啓発活動を行います。 
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３ 配慮が必要な子ども・若者や家庭に寄り添う環境づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標：子育て環境に対し「満足している」「まあ満足している」と回答した  

人の割合の増加を目指す（再掲） 

 

（１）児童虐待防止対策の充実  

   児童相談所等に寄せられる児童虐待に関する相談事例は複雑・深刻化しており、市町
と児童相談所の体制強化、警察などとの連携の強化、児童福祉司等の資質向上を図り、
児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応が喫緊の課題です。 

 
◎ 早期発見、早期対応の総合的な対策の推進 
発生予防から早期発見、迅速かつ的確な対応、子どもの保護及び支援、保護者への指
導及び支援等の各段階での切れ目のない総合的な対策を講じます。 
具体的には、関係機関との連携により、全市町で乳児家庭全戸訪問事業を実施し、子
育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげるとと
もに、必要な支援を行います。 
また、市町が実施する、すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に相談支援全
般から専門的な支援までを行う「子ども家庭総合支援拠点」の整備を推進することで、
支援の一体性、連続性を確保し、児童相談所との円滑な連系・協働の体制を構築します。 
このほか、 
・児童虐待問題への理解の醸成 
・児童相談所の体制強化 
・日頃から子どもに接する機会が多い教職員や保育士への研修の充実 
・市町との連携や市町の児童福祉関係職員への研修会の実施 
・児童虐待の通告義務についての周知 
・児童養護施設等の機能の充実 

具体的施策 

  
年々、児童虐待相談対応件数が増加傾向にあり、相談内容が複雑化・困難化してい
る状況の中で、市町を含めた早期発見・早期対応のための体制強化が必要です。ま
た、社会的養護が必要な子どもたちの生活は家庭的な環境であることが望ましいた
め、里親やファミリーホームなどの家庭的養護をより推進していく必要があります。 
ひとり親家庭は、生活が不安定な家庭が多く、安心して子育てと仕事の両立ができ
るよう実情に応じた支援が求められています。 
このほか、妊娠・出産・育児に不安を抱える妊産婦、医療的ケアが必要な児童、障
害児、ニートやひきこもりなど、さまざまな困難を抱えた子ども・若者やその家族に
対して、関係機関と連携した切れ目のない支援が必要です。 

現状・課題 
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・里親の拡充 
・児童心理療育機能を拡充するため、児童心理治療施設の円滑な運営への支援 
等の取組を進めます。 
【数値目標】 
■子ども家庭総合支援拠点の設置市町数（市町） 

現 状 
(2019年) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

０ ― ― ２０ ２０ ２０ 

 
 

（２）社会的養育体制の充実  

   子どもたちをできる限り家庭的な環境で、安定した人間関係のもとで養育することが
できるよう、里親制度の理解促進を図るとともに、児童養護施設の小規模化を進め、家
庭的養護を推進します。 

 
◎ 社会的養育体制の整備 
虐待等により家庭で養育できない児童を家庭と同様の環境の中で養育する里親、ファ
ミリーホーム制度を活用したケアを推進するとともに、できるだけ家庭的な環境の中で
養育するため、児童養護施設における小規模化かつ地域分散化によるケアを推進します。 
児童養護施設等を退所した者への支援を充実させるため、社会的養護自立支援事業
（１８歳の巣立ち応援事業）を推進します。 
なお、児童養護施設等の入所児童の環境改善を図るため、次世代育成支援対策施設整
備交付金の活用により、施設整備を図ります。 
【数値目標】 
■里親等委託率（％） 

現 状 
(2018年) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

３１．１ ３７．５ ３９．５ ４１．６ ４３．４ ４５．２ 

 
◎ 施設入所後の児童や家庭への支援 
施設入所後の被虐待児へのケアについては、児童相談所職員による施設職員との連絡
会議や入所児童との個別相談に努めるとともに、児童養護施設等への心理職員、個別対
応職員等の配置や、職員への専門的な研修を実施する等、ケア担当職員の充実を図りま
す。 
このほか、 
・保健福祉事務所、精神保健福祉センターの産後うつ等保護者の精神的な相談事業の
充実 
・早期発見、早期対応のための要保護児童対策地域協議会等との連携強化、広報・   
啓発 
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・家庭内暴力を受けた子ども、母親への相談、カウンセリング体制の充実 
等の取組を進めます。 

 
 

（３）ひとり親家庭の自立支援の推進  

ひとり親家庭（母子家庭及び父子家庭）では、生計、育児や家事、仕事や住居などの
生活上の問題、子どもの教育の問題などをひとりで抱え、社会的にも経済的にも、精神
的にも不安定な状態におかれがちです。 
特に母子家庭においては、就労の半数近くが非正規雇用であり、養育費についても全
体の２割程度の方しか受給されていないなど経済的に厳しい状況です。 
このため、ひとり親家庭が安心して子育てと仕事を両立できるよう、就業支援、子育
てや生活支援、養育費取得に向けた支援、経済的支援、相談機能の強化など、関係機関
との連携を図りながら総合的に推進し、自立を支援します。 

 
◎ ひとり親家庭の親の就業支援の推進 
ひとり親家庭に対して、就業相談、就業支援講習会、就業情報の提供等一貫した就業
支援サービスを提供するために、母子家庭等就業・自立支援センター事業を実施します。 
また、ひとり親家庭の雇用の安定及び就職の促進を図るため、パソコン、介護職員初
任者研修等の就業支援講習会を実施するとともに、能力開発や資格取得に取り組むひと
り親家庭の親に対し、自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金を支給しま
す。 
さらに、児童扶養手当受給者の個々の状況等に応じた自立支援計画書を策定し、ハ
ローワーク等の関係機関と連携して、きめ細やかな自立・就労支援を行います。 
【数値目標】 
■県事業によるひとり親家庭の就職者数（人） 

現 状 
(2018年3月末) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

８４ １００ １１０ １２０ － － 

 
◎ ひとり親家庭への経済的支援の推進 
経済的に不安定な状況にあるひとり親家庭については、児童扶養手当の支給、母子父
子寡婦福祉資金の貸付を行い、経済的支援を推進します。 
また、経済的支援とともに子どもの健やかな成長を図るため、ひとり親家庭等におけ
る医療費の自己負担金の一部助成を行います。 
このほか、 
・子どもの健やかな成長のための養育費の取得に向けた支援 
・保育所への優先入所や家庭生活支援員の派遣等、子育てや生活への支援 
等の取組を進めます。 
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（４）妊娠、出産、育児に不安を抱える妊産婦や小児慢性特定疾病児童等へ

の支援  

多胎家庭や未熟児、産後うつなど、妊娠、出産、育児に不安を抱える妊産婦や小児
慢性特定疾病等で日常生活が困難な児童とその家族が、安心して生活が送れるよう、
関係機関との連携強化を図り、支援内容を充実します。 

 
◎ 妊娠、出産、育児に不安を抱える妊産婦や家族等の支援 
妊娠、出産、育児に不安や孤立感を抱える妊産婦や家族の支援のため、適切な情報提
供や臨床心理士によるカウンセリングの実施、外出困難な多胎家庭に対する外出支援等
を行います。 
また、市町保健師と連携し家庭訪問や相談対応等を行う母子保健推進員の人材育成に
努めます。 

 
◎ 小児慢性特定疾病児童等レスパイト訪問看護事業などの推進 
在宅で小児慢性特定疾病児童等を介護する家族に対し、自宅に訪問看護師を派遣し、
医療的ケアを一定時間代行することで、介護者の身体的及び精神的負担の軽減を図りま
す。 
また、相談支援やピアカウンセリング、必要な情報の提供等により、小児慢性特定疾
病児童等の健康の保持増進及び自立の促進を図ります。 
【数値目標】 
■小児慢性特定疾病児童等レスパイト訪問看護事業の登録訪問看護ステーション数 

（施設） 
現 状 
(2019年4月) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

 
 

（５）障害児施策の充実  

特別な支援を必要とする子どもへの施策についても、他の子育て支援施策と同様に
地域の中で安心かつ快適に、自立した日常生活を送ることができる社会の実現が理想
と考えており、そのためには乳幼児期から学校卒業まで、一貫した効果的な支援を身
近な場所で提供する体制の構築を図る必要があります。 
このため、通所支援・相談支援を行う事業所等の開設促進を図るとともに、障害児
支援に携わる方の専門的知識や支援の質の向上を図ることを目的とした人材育成機
能の拡充を行い、身近な地域で効果的な支援を提供できる方の養成を行います。 
また、発達障害（疑いを含む）のある子どもの支援について発達障害の診断や相談
ができる体制の整備に引き続き取り組むとともに、診断前の支援として、発達障害児
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をもつ親や家族に対して、子どもとの接し方等を専門的に学べる環境を整備します。 
 
◎ 療育・教育体制充実のための児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の推進 
障害のある児童に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活
への適応訓練、その他必要な支援を行う児童発達支援事業及び生活能力向上のために必
要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う放課後等デイサービス事業など
の障害児通所支援サービスの充実を図ります。 
 
◎ 特別支援学校生徒の就労支援の充実 
特別支援学校に在籍する生徒の就労を支援するため、就労支援コーディネーターの配
置、高等部３年生の就職希望者を対象とした企業への委託訓練及び企業等と連携した作
業学習等の実施により、現状の就職者率（３７．２％：平成３１年３月現在）の維持を
目指します。 
 
◎ 市町立小・中学校における教職員の専門性向上 
市町立小・中学校及び義務教育学校において、特別な支援を必要とする児童生徒が増
加しており、一人一人のニーズに応じたきめ細かな支援が受けられるよう、教職員等の
専門性の向上を図ります。 

 
◎ 医療的ケア児、特別な支援を必要とする子どもへの支援【再掲】 
   たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な子どもについて、県全域や各障害保
健福祉圏域において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るた
めの協議の場を設置して、支援の実施・充実に取り組みます。 
障害のある子どもや医療的ケアが必要な子どもが、幼児教育・保育を受けることがで
きるよう、市町と連携し、幼稚園、認定こども園及び保育所における従事者の追加配置
を支援します。 

 
 

（６）困難を抱える子ども・若者とその家族への支援  

子ども・若者支援地域協議会を中心に、ニートやひきこもりなど、さまざまな困難
を抱えた子ども・若者の社会参加や就労につながる支援を行います。 

 
◎ 子ども・若者支援地域協議会の支援ネットワークの充実及び要保護児童対策地域協
議会との連携強化による総合的な支援体制の推進 

・ 「佐賀県子ども・若者支援地域協議会」の支援ネットワークの充実 
困難を抱える子ども・若者とその家族に対しては、その困難の内容・程度に応じ本人
の意思を十分に尊重しつつ必要な支援を行うことが重要です。 
関係機関・団体の連携による重層的な支援ネットワークとして設置している「佐賀県
子ども・若者支援地域協議会」を通じて、一人の子ども・若者に継続的に寄り添い、社
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会的な自立に至るまでの切れ目ない支援を行う「縦のネットワーク」の機能を強化しま
す。併せて、同協議会の主導的役割を果たす指定支援機関が中心となり、教育、福祉、
保健、医療、矯正、更生保護、雇用などの各分野における構成機関が個々の子ども・若
者に関する情報を適切に共有し、有機的に連携する「横のネットワーク」の機能を推進
するため、定期的に情報交換を実施するなど、ネットワークが効果的に機能するように
取組を推進します。 

 
・ 「佐賀県子ども・若者支援地域協議会」と他協議会との連携強化 
保護者に監護させることが不適当であったり、保護者の養育を支援することが必要と
認められる１８歳未満の子どもは、児童福祉法に基づき設置されている「佐賀県要保護
児童対策地域協議会」において支援を行います。 
そのような要保護支援を受けていた子どもに対して、１８歳以上となった場合におい
ても切れ目ない継続的な支援を行うために、「佐賀県子ども・若者支援地域協議会」と「佐
賀県要保護児童対策地域協議会」との一層の連携強化を推進します。 
また、必要に応じて、合同研修会の実施等により「佐賀県子ども・若者支援地域協議
会」と他の支援協議会との連携を図り、子ども・若者が効果的な支援を受けられる体制
を推進します。 

 
・ 訪問支援（アウトリーチ）の充実 
困難を抱える子ども・若者の中には、自ら相談機関に出向くことが難しいケースがあ
ります。 
また、複合的な問題を抱えているケースが多くあり、その背景には、生まれてから現
在に至るまでの家庭環境等が多く影響しているケースも見受けられます。 
そのため、必要に応じて訪問支援（アウトリーチ）を行い、家庭環境等も把握するこ
とにより、伴走型のそれぞれの状況に寄り添った支援を推進します。 

 
◎ 子ども・若者総合相談センターの充実による自立支援体制の推進 
「佐賀県子ども・若者総合相談センター」において、困難を抱える子ども・若者とそ
の家族からの様々な相談をワンストップで対応し、しっかりと相談内容を聞き取り把握
できるように、包括的な相談窓口（入口）として機能できる体制を推進します。 
また、相談センターを端緒に「佐賀県子ども・若者支援地域協議会」の構成機関をは
じめとした地域の様々な関係機関・団体が連携し、チームとして困難を抱える子ども・
若者とその家族を専門的に支援する体制を推進します。 
【数値目標】 
■子ども・若者総合相談センターの訪問支援（アウトリーチ）件数 

現 状 
(2017年) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

４，６００ ４，６００ ４，６００ ４，６００ ４，６００ ４，６００ 
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◎ ニート等への就労支援等の推進 
・ ニート等への就労支援の推進 
若者の自立においては、職業的自立ができる就労につなげていくことが極めて重要で
す。 
そのため、ニートを含む職業的自立がうまくできない若者を対象に、関係機関の総合
的・継続的な連携による体制を構築するとともに、国との協働により「さが若者サポー
トステーション」、「たけお若者サポートステーション」を設置し、地域の実情に応じた
臨床心理士のカウンセリングによる心理面でのサポートや、その他必要な支援により、
それぞれの状況に寄り添った支援を行い、若者の職業的自立を推進します。 
 
・ 高校中途退学者の支援 
効果的な支援を行うため、さが若者サポートステーション・たけお若者サポートス
テーション、学校等が連携協力の下、高校中途退学や卒業後の状況等に関する実態の把
握に努めます。 
高校を中途退学した者の希望に応じ、きめ細かい対応を行い、状況に応じて、就労に
向けた進学支援や就労支援を行います。 

 
◎ 困難な状況ごとの寄り添った支援の推進 
・ 子どもの貧困対策の推進 
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることなく、貧困が世代を超
えて連鎖することのないよう、子どもの貧困対策を総合的に推進し、すべての子ども達
が自らの希望の実現に向かって挑戦できるよう体制を整備することが重要です。 
そのためには、 
・すべての子どもが将来に希望の持てる教育を受けられるよう、学校をプラットホー
ムとして位置づけ、関係行政機関、地域の企業、ＣＳＯ、自治会などと連携した支
援体制の構築、スクールソーシャルワーカーの配置、高校生等奨学給付金制度等に
よる修学支援、学習等に課題を抱える子ども達を対象とした放課後子ども教室等の
活用による学習支援の充実に取り組みます。 
・貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、ひとり親家庭の子どもに対する就業
相談や、児童養護施設等を退所した児童の社会的自立に向けた支援、生活保護世帯
やひとり親家庭などの生活困窮世帯の保護者に対する就業相談等の支援に取り組
みます。 
こうした考えの下、「佐賀県子どもの貧困対策推進計画」に基づき、各取組を推進して
いきます。具体的には、ひとり親家庭の子どもの基礎的学習習慣の定着も促す「ひとり
親家庭のための学習支援ボランティア事業」などに重点的に取り組んでいきます。また、
住民に最も身近な市町における地域の実情に応じた自主的な取組を促すため、国が実施
する「子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業」の積極的活用を呼びかけていき
ます。 
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・ 生活困窮者自立支援の推進 
多様で複合的な課題を有している生活困窮者の多くは、失敗経験や他者から認めても
らえなかった経験の連続などにより、自尊感情や自己肯定感が低下している傾向がある
ため、本人の尊厳や自己決定を尊重しながら、自立に向けた意欲を高めていく支援を行
うことが重要です。また、生活困窮者が有する課題は多様で複合的であるため、幅広く
関係機関との連携体制を構築するとともに、包括的かつ継続的に支援を行うことが重要
です。 
このため、相談内容を問わずに様々な相談を受け止めるためのワンストップ窓口とし
て設置している「生活自立支援センター」で相談を受けた後、その内容を適切にアセス
メントした上で、相談者のための支援計画を作成し、関係機関と連携して包括的な支援
を行います。 
また、就労準備支援事業、家計改善支援事業や他制度による事業等との連携、地域に
ある社会資源の活用など、総合的な支援を展開することで生活困窮者の自立の促進を図
ります。 

 
・ 不登校対策の強化 
不登校の未然防止や早期発見・早期対応のための効果的な取組はもとより、不登校児
童生徒一人一人の状況に応じた支援の充実を図るため、民間団体を含めた関係機関等と
連携しながら社会的自立を目指した取組を推進することが重要です。 
こうした考えの下、「佐賀県教育施策実施計画」に基づき、児童生徒が抱える様々な問
題に対応するため、県内すべての公立学校の児童生徒が、スクールカウンセラーによる
カウンセリングを受けることができる体制を引き続き整備するなど、未然防止や早期発
見・早期対応の取組への支援を強化します。 
また、スクールソーシャルワーカーについても、県内すべての公立学校へ派遣できる
体制を整え、学校の取組だけでは解決することが困難な課題について、関係機関と連携
した取組の強化を支援します。 
さらに、自宅にこもりがちな不登校児童生徒が一歩を踏み出すことができるよう、訪
問支援の豊富な経験とノウハウを有する民間団体と連携し、不登校児童生徒の自宅を支
援員が訪問することで、計画的・継続的にカウンセリングや学習支援等を行うなど、不
登校の状況に応じた支援の一層の充実に取り組みます。 
加えて、小中学校において、別室に生徒の相談や学習支援に当たる学校生活支援員を
配置することにより、学級に不適応を示しかけた生徒や、改善の兆しがある不登校生徒
の学校復帰を支援します。 
 

・ ひきこもり支援対策の推進 
佐賀県ひきこもり地域支援センター（さがすみらい）において、年齢を問わず、相談
から社会参加や自立まで継続的に一貫した支援を行います。 
また、ひきこもりについては、要因も様々であり、必要とする支援も対象者によって
それぞれ異なるため、関係機関が連携を図り、適切な支援機関へつなぐことができるよ
う、体制の整備に取り組んでいきます。 
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・ いじめ防止対策 
いじめは、人権の侵害であり、子どもの身体や人格を傷つけ、時として死に至らしめ
るものであることから、決して許されるものではありません。 
いじめから一人でも多くの子どもを救うためには、「いじめは、どの子どもにも、どの
学校でも起こりうる」との認識を持ち、学校が一丸となって組織的に対応することはも
とより、一人一人の大人が、それぞれの役割と責任を自覚し、社会総がかりで取り組む
べきものです。 
こうした考えの下、「佐賀県いじめ防止基本方針」及び「佐賀県教育施策実施計画」に
基づき、組織体制の充実及び関係機関等との連携を図りながら、いじめの「未然防止」、
「早期発見・早期対応及び被害の最小化」、「再発防止」へ向けた総合的な取組を推進し
ます。 
具体的には、各学校におけるいじめの未然防止、早期発見･早期対応に向けた取組を
強化するために、実践的な事例研修会を開催し、いじめ問題に対する教職員の意識と対
応力のさらなる向上に取り組むとともに、元警察官等を外部人材として活用し、関係機
関等との連携により問題解決に取り組む学校の体制づくりなどを支援します。 
また、いじめ問題に悩む児童生徒及び保護者に対して、３６５日２４時間対応の電話
相談窓口を設置し、専任の相談員による相談対応を行います。 
【数値目標】 
■いじめ問題への対応に関する学校評価の状況（点） 

現 状 
(2019年7月) ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

３．４ ３．４ ３．４ ３．４ － － 

 
・ 障害等のある子ども・若者の支援 
乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制を構
築するため、障害児通所支援事業所の充実や児童相談所との連携による虐待を受けた障
害児等への対応及び発達障害のある子どもの療育支援体制の一層の充実を図り、一人ひ
とりの障害児に寄り添った支援を行います。 
障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、公共職業安定所を
中心に福祉・教育等関係機関と連携し、就職の準備段階から職場定着までの一貫した
チーム支援を実施します。また、就労支援室に配置している障害者就労支援コーディ
ネーターが、公共職業安定所や障害者就業・生活支援センターなど就労支援機関と連携
し、就労移行支援事業所など一般就労を目指す福祉施設の利用者等の就労支援を行いま
す。 
こうした考えの下、「佐賀県障害者プラン」及び「佐賀県障害福祉計画・佐賀県障害児
福祉計画」に基づき取組を推進し、具体的には、身近なところで療育が受けられる環境
の整備やサービスの質の向上、県内３か所に設置している発達障害者（就労）支援セン
ターによる相談支援、就労支援及び障害への理解啓発に重点的に取り組んでいきます。 
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・ 自殺対策の推進 
自殺は様々な要因が複雑に関係しているため、各分野の関係機関のネットワークを充
実させ、精神保健福祉的な視点だけではなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
みを行います。特に、教育機関と連携し、学校において児童生徒が命の大切さを実感で
きる教育を推進するとともに、児童生徒の自殺予防につながる教育の実施に向けた環境
づくりを進めます。 
こうした考えの下、「佐賀県自殺対策基本計画」に基づき、取組を推進し、具体的には、
若年者や若年支援に携わる関係者を対象に、自殺予防に関する普及啓発、ゲートキー
パー（悩んでいる人に気づき、話を聞き、必要な支援につなぎ見守る人）養成研修、相
談事業等に重点的に取り組んでいきます。 
 

 ・ こころの悩みや思春期に関する相談支援 
   精神保健福祉センターでは、不登校やひきこもりなど思春期に関する相談や、薬物・
アルコールなどの依存症に関する相談、つどい等を行っています。また、各保健福祉事
務所でも、こころの悩み等に関する相談を行っており、これらに引き続き取組んでいき
ます。 

 
・ 外国人留学生等への支援 
海外からの留学生や学校交流等の受け入れを促進します。 

 
◎ 困難を抱える子ども・若者を支援する担い手の人材育成 
困難を抱える子ども・若者を円滑な社会生活へと導く担い手を育成するため、子ども・
若者の自立を支援する「佐賀県子ども・若者支援地域協議会」構成機関の支援員を対象
にした研修会を定期的に開催し、資質向上に向けた取組を推進します。併せて、国等が
実施する研修会等に積極的な参加を促すよう周知する等、子ども・若者の自立を支援す
る担い手の人材育成の取組を推進します。 
また、困難を抱える子ども・若者への支援について、活動の輪を広めていくため、「佐
賀県子ども・若者支援地域協議会」構成機関以外の子ども・若者育成支援者への啓発に
取り組みます。 


